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ハイランド 目自治会館管理運営規 定

制 日定

定

定

第 章定定 定 総定 則定

目定 的 定

第 条定 本規 ハイランド 目自治会規約 以 規約 いう 第 1 条 目的を 成

ハイランド 目自治会館 管理運営 い 定

定 称 定

第 条定 本建物 ハイランド 目自治会館 以 会館 いう 称し 老人生 い 家

防犯 防災センタ を併設 定

定

第 章定 定 管理責任者定

統括管理責任者 定

第 条定 本会館 統括管理責任者 自治会長 定

会館管理責任者及び会館会計 定

第 条定 本会館 日常的 管理運営を行う 会館管理責任者及び会館会計を置く 定

定 会館管理責任者及び会館会計 目自治会長 委嘱 定

第 条定 会館管理責任者 次 職務を行う 定

定 会館利用申し込 及び利用料徴 関わ 定

定 会館 鍵貸 関わ 定

定 会館及び付属設備等 維持並び 備品類整備 関わ 定

定 会館管理 関わ そ 他 定

第 条定 会館会計 次 職務を行う 定

定 会館運営 関わ 経理及び 産管理 関わ 定

定

第 章定 定 維持管理費定

維持管理費 定

第 条定 会館 維持管理費 備品費 水 熱費 火災保険料 会館補修費 通信交通費等

原則 し 会館利用料等 入を 充当 定

建替え及び改修 定

第 条定 会館 建替え及び大規模 改修等を行う場合 原則 し 会館改修積立金を 充

当 定

定 前 い 建替えを行う場合 総会 承認を 大規模 改修等を行う場合 役員会及び班

長会 承認を得 定

定

第 章定 定 会館 利用定

利用時間 利用料 び休館日 定
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第 条定 会館 利用時間及び利用料 次 通 定

利用時間定

定

定 定

定

定

定

利用料定

定

定

定

定

定

定

定 自治会員 葬祭 利用 場合 全日 全室利用 し 利用料 1日

， 定

定 商業利用 場合 利用料 会員利用料 倍 定

定 会館 休館日 日 翌 日 定

優 利用 定

第 条定 会館利用 あ 次 掲 場合 優 的 利用 定

国 県 市 公的利用定

災害等 被災者 時的 避難定

自治会行 及び自治会役員会等 会議定

自治会員 家族 葬祭定 定

利用申込 手続 定

第 条定 会館を利用し う 者 利用申請書 必要 を記入し 原則 し 利用希望

日 ヶ 前 日前 期間 会館管理者 申し込 定

利用 許可 定

第 条定 会館管理者 利用申し込 あ 場合 そ 適否を確認 うえ許可 定

定 会館 利用 い 原則 し 申し込 公 利用を図

利用者 利用回数を制限 定

利用料 納入 定

第 条定 利用用責任者 利用 許可を 時 第 条 利用料を会館管理者 納

入 定

利用予 表 定

第 条定 会館管理者 自治会館利用予 表を常備し 会館掲示板 遅滞 く記載し 利

用希望者 い 閲覧 う し く 定

利用 消し 制限 定

第 条定 会館管理者 利用許可 無 関わ 次 掲 場合 会館利用 消し

区 分定 午  前定 午  後定 夜  間定

利用時間定 時～ 時 時～ 時 時～ 時 

利用者区分定 階 大会議室定 一階 中会議室定 一階 和 室定

会 員定 ，５ 円 ，５ 円 ， 円 

会 員 外定 ， 円 ， 円 ，５ 円 
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制限を 定

定利用目的 本規 利用申請書 記載 著しく異 定

定利用目的及び利用人数 適切 定

定利用者 公序良俗 行 認 定

定選挙等 突発的 公的利用 定

定会員 被災 時的避難 葬祭等 測 態 利用 定

定震災 風水害等 発生及び自治会 緊急利用 定

定

定 利用許可 消し及び制限 伴う損害等 発生 い 自治会 び会館管理者 切責

任を わ い定

定

第 章定 定 遵守 定

利用 注意 定

第 条定 会館利用者 別 利用 注意 を遵守し 会館利用中 利用責任

者 立 会う 定

設備 制限 定

第 条定 利用者 特別 機器設備類 装飾等を使用 予 会館管理者 承認

を得 い 定

損害賠償 定

第 条定 利用者 自己 責 帰 べ 由 施設及び設備 備品等を損壊 紛失

さ 場合 を修理 時価相当額を 弁済 定

原状復帰 定

第 条定 会館利用後 設備 備品等を原状 復し 別 検表 必要 を記入し

会館管理者 鍵 提出 定

定

第 章定 規 改廃定

第 条定 本規 ハイランド 目自治会役員会 過半数 議決を得 改廃

定

定 改廃 結果及び 容 い 班長会 報告し や 自治会員 周知 定

定

第 章定 定 雑定 則定

委定 任 定

第 条定 本規 い い ハイランド 目自治会役員会 定

定

定

付定 則定

定 本規 成 日 施行 定  
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会館利用上の注意 項 
 

．定 玄関扉 開 施錠 び鍵 返却 

定玄関扉 開錠 び施錠 利用者 行っ く さい  

定特別 場合 会館管理者 事前 申請し く さい  

定利用後 鍵 や 会館管理者 返却し く さい  

 

．定 会館内 飲食 ミ 処理 

定湯沸し室 湯 急須 ット 使用し 場合 く洗っ 片付け く さい  

定会館内 湯茶以外 飲食 場合 利用申請書 そ 内容 記入し く さい  

定原則 し 全 ミ 利用者 持 帰っ く さい 空 瓶やペット トル等 必

利用者 処理し く さい 会館 び周辺へ 放置 厳禁し  

 

．定 火気 取 扱い 

定湯沸し室 火気使用後 ガス 元栓 閉 複数 方 確認し く さい  

定会館内 全 禁煙 喫煙 定 場 行い 灰皿 後始末 確実 行い

複数 方 確認し く さい  

定発熱 う 機器等 使用し 場合 異常 い 複数 方 確認し く さい  

 

．定 設備 備品 利用 私物 持 帰  

定会館内 機器や備品等 利用し 元 通 格納し 整理整頓 確実 行っ

く さい 他団体等 使用し い 機器や備品等 無断 使用し い 下さい  

定会館内 私物 置くこ  

定原則 し 各団体 クル 使用 道具や備品等 置くこ  

や 得 置く場合 最小限 必 会館管理者 許可 得 く さい  

定冷蔵庫 飲食物 放置し い 下さい 放置物 処分し  

    

．定 冷暖 利用 

定空調機 操作手順 従い利用し く さい 使用後 確実 停止し 複数 方 確

認し く さい  

定異常 あ 場合 会館管理者 緊急 場合 自治会役員 連絡し く さい  

 

．定 利用 部屋以外 立 入 い 下さい  

 

．定 そ 他 会館管理者 指示 従っ く さい  

利用方法 悪い場合 以後 利用 許可し いこ あ  


